
1

ミニマムコンプリートミニマムコンプリートミニマムコンプリートミニマムコンプリート体験授業体験授業体験授業体験授業

～択一リピートのやり方60分

多数当事者の債権債務関係多数当事者の債権債務関係多数当事者の債権債務関係多数当事者の債権債務関係編

辰已法律研究所辰已法律研究所

司法書士専任講師司法書士専任講師

朝倉日出男朝倉日出男

ミニマムコンプリート基本講座

・基礎を再構築し、確実に2016年合格を狙う！

・全90回・週2～3回・9月スタート

理解 記憶 確認

辰已法律研究所

司法書士専任講師

朝倉日出男

ミニマムコンプリート

基本講座

Pre講義 民法
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多数当事者の債権債務関係

Ａ

Ｂ

Ｃ

・不可分債

権

・分割債務

多数当事者の債権債務関係

Ａ

Ｂ

Ｃ

・不可分債

務

・分割債権

意義

�多数当事者の債権債務関係

・分割債権債務

・不可分債権債務

・連帯債務

・保証債務

・不真正連帯債務
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3つの視点

�対外的効力

�絶対効 or 相対効

�求償関係

辰已法律研究所

司法書士専任講師

朝倉日出男

ミニマムコンプリート

基本講座

本体講義 民法

連帯債務

（縦のつながり、横のつながり）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

５%

6%

7%
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相殺

150万

Ａ

Ｂ

Ｃ 150万300万

200万

全部免除

Ａ

甲

乙

丙

⇒ 60万

90万

免除

⇒ 0

⇒ 60万

時効の完成

80万

Ａ

Ｂ

Ｃ 20万100万
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443条1項

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｃに通知せず

全額弁済

・反対債権

・同時履行の関係

求

償

事前の通知義務を課す

ことで、被通知者たる

Ｃの債権者Ａに対する

権利行使の機会を保障

443条2項

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｃに通知せず

全額弁済

知らずに弁済

Ｂが事後通知を怠ると、Ｃ

の第2弁済が有効となる。

「Ｃの善意」&「事前通知」

444条

Ａ

甲

乙

丙

⇒ 45万

90万

⇒ 45万

無資力

30万

30万

30万
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絶対的免除

Ａ

甲

乙

丙

90万 30万

30万

30万

求償関係の消滅

相対的免除

Ａ

甲

乙

丙

90万 90万

30万

90万

求償関係は存続

保証

主債務者

Ａ

Ｂ

Ｃ保証人

・人的担保・・・不安定、不確実

設定が容易

・物的担保・・・質権、抵当権

債権者の期待 VS 保証人の保護
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ミニマムコンプリート基本講座

・基礎を再構築し、確実に2016年合格を狙う！

・全90回・週2～3回・9月スタート

理解 記憶 確認

質問受付体制

�講義前後の個別質問受付

�質問専用アドレス

�質問専用FAX
� LINE＠（※ミニマムコンプリート基本講座専用）


